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COVID-19 緊急事態宣言下における自粛行動が及ぼす 
心理的影響と地域特性に関する考察

松本安生・川嶋伸佳・小泉 諒

要旨
　本研究では，自粛要請を通じて自主的な行動変容が促された日本において，自粛行動による心理的影響
や地域特性を明らかにするため，東京都 23 区に住む 20 代から 60 代の成人 2000 名を対象にしたインター
ネット調査を行った。その結果，友人との外食，屋外でのイベント，宿泊を伴う旅行といった非日常的な
行動で感染拡大前よりも自粛している人が多く，若年層よりも中高齢層で自粛する傾向が強い一方で，感
染者を非人間化する差別的態度は，若年層よりも中高齢層で強いことが示された。また，自身の社会にお
ける処遇が公正だと考えるミクロ公正感が 60 代よりも 40 代で有意に低く，そうした認識が感染拡大前よ
りも強くなる傾向にあることが明らかになった。さらに，東部・北部地域では，友人との外食や屋内での
運動で他の地域よりも自粛傾向が強いことが明らかになった。
　これら自粛行動の心理的影響及び地域特性は相互に関連しているほか，職業や家族構成といった社会経
済的状況も深く関与していると考えられ，さらに分析していく必要がある。

キーワード：自粛行動・差別的態度・多元的公正感・地域特性・COVID-19

1．はじめに

　新型コロナウィルス感染症（以下，COVID-19）への対策の一つとして，「新しい生活様式」への行
動変容が求められている。具体的には，手洗いやマスクの着用，身体的距離の確保（ソーシャルディス
タンス）といった基本的な感染対策に加え，密閉空間・密集場所・密接場面のいわゆる「3 密」を回避
することが推奨される。このため，緊急事態宣言下では，在宅勤務のほか，日常生活においても買い物
の通販利用，自宅での運動，飲食の持ち帰りや宅配などによる外出自粛が呼びかけられた。
　このような市民の行動変容は日本だけでなく世界各国における感染症対策においても不可欠とされる
が，欧米などで強制的な行動変容のための「都市封鎖（ロックダウン）」が実施されたのに対し，日本
では「自粛の要請」を通じた自主的な行動変容が促されている。つまり，私達一人ひとりが感染を広げ
ないために利他的行動を選択し，実施することが求められている。それは，個人の判断が重視される社
会とも言えるが，同時に，判断をする私達に様々な心理的影響をもたらしていると考えられる。
　例えば，Zhang（2021）は，2020 年 3 月に日本で 1000 人あまりの住民を対象にした振り返り型のパ
ネル調査を行い，日常生活における変化などを調査している。この結果，変化があった項目として，

「人が密集する場所を避ける」をはじめ「日帰り旅行」，「外食」，「友人や知人との顔と顔をあわせての
会話」，「お店での買い物」といった行動の自粛に続いて，「外出自粛による心理的・身体的な疲れ」を
選択した人が多く，回答者の 3 分の 1 以上（37％）になることを明らかにしている。また，心理的・身
体的な疲れは，行動の変化より 2 週間ほど遅れて急激に増加することなどから，緊急事態宣言が長引く
ことによる最も大きな健康への影響の一つとされる。
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　一方で，「自粛の要請」に従わないことに対する不満や非難，感染の可能性のある個人や施設などへ
の攻撃が広がった。例えば，高橋（2021）は，COVID-19 による社会への影響として，「身体だけでな
くこころもむしばみ，社会を分断する」ことを指摘し，「そのプロセスではスティグマ，差別，誹謗中
傷などがみられる」としている。これについて，村山（2020）は，社会心理学的な視点から，その背景
に，善い行いには良い結果が，悪い行いには罰が伴うと考える「公正世界信念」を挙げる。COVID-19
の脅威や不安のなか，人はこの信念を維持するために，「感染者が感染したのは自業自得」などの被害
者非難や，「自分はこの感染者とは違うから自分は感染しない」などの加害者の非人間化を行うとされ
る。さらに，高橋（2021）は，他者に対してネガティブな考えをもってしまうことで，罪悪感や自身へ
の嫌悪感を強く感じるようになること，つまり「良心の呵責」が精神的な健康を脅かし，うつや PTSD
などを誘発する可能性も指摘している。
　このように，感染症対策として呼びかけられる「自粛の要請」は，要請される側に大きな心理的影響
を及ぼしていると考えられるが，その影響は自身の行動だけでなく，他者の行動にも影響されると予測
される。つまり，地域の感染状況や「人流」と呼ばれる外出状況などによって，心理的影響が異なるも
のと考えられる。そこで，本研究では緊急事態宣言下における人々の自粛行動とその心理的影響の現状
を質問紙調査により把握するとともに，それらの地域特性について明らかにする。なお，本研究で心理
的影響の対象としたのは，被害者非難や加害者の非人間化とその背景にある公正世界信念のほか，多元
的公正感や抑うつ感・パラノイア感といった因子である。

2．研究方法

2-1　調査概要
　調査は，4 回目の緊急事態宣言の期間中（2021 年 8 月 17 日～18 日）に実施した。対象者は，東京都
23 区に住む 20 歳～69 歳までの男女として，特定の年齢や性別に対象者が偏ることを防ぐため，20 代
～60 代までの男女それぞれ 200 名（合計 2000 名）から回答が得られるように層別の割り当てを行った
うえで，インターネット調査会社（アイブリッジ株式会社）の登録モニターへの依頼を行った。
　対象者を東京都 23 区の住民としたのは，地域で大きく異なる COVID-19 の感染状況による影響を調
整するとともに，感染状況が最も深刻な地域において住民の自粛行動とその心理的影響を調査するため
である。東京都は，2020 年 4 月 7 日から 5 月 25 日までの 1 回目（48 日間）に始まり，2021 年 1 月 8
日から 3 月 21 日までの 2 回目（72 日間），同年 4 月 25 日から 6 月 20 日までの 3 回目（56 日間）を経
て，7 月 12 日から 9 月 30 日までの 4 回目（80 日間）に至るまで，全国の都道府県で最も長い 256 日間
にわたって緊急事態宣言の対象地域となっている。累計感染者数（9 月 30 日時点）も 375,416 人と最も
多く，次いで累計感染者数が多い大阪府（199,553 人）の 2 倍近くにのぼる。この東京都のなかでも累
計感染者数が多いのは 23 区であり，都内 62 区市町村別の累計感染者数では，上位 25 位までに 23 区全
てが含まれている。こうしたことから，本研究では，国内でも最も深刻な感染状況にある東京都 23 区
に住む住民を対象に行った。
　対象者を東京都 23 区の住民に限定するため，本研究では上述の本調査に先立ち 2021 年 8 月 5 日～16
日の期間で，スクリーニング調査を行った。スクリーニング調査は，東京都在住で 20 代から 60 代まで
の男女各 1000 名（60 代女性のみ 618 名）の合計 9,618 名の登録モニターを対象に行い，主として基本
属性に関する 10 項目についてきいた。この結果，郵便番号の回答をもとに特定した居住地が東京都 23
区以外の回答者を除外したほか，居住年数が 1 年未満の回答者も除外した。また，回答に際して精神的
負担感や苦痛が大きいと考えられる COVID-19 の感染履歴や濃厚接触者となった経験がある回答者も
除外した。さらに，回答時間が極端に短い（20 秒以内）あるいは極端に長い（30 分以上）回答者や，
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職業と職種とで回答が矛盾する回答者なども除外した。この結果，回答者のうち 4,589 名が除外され，
5,029 名に対して本調査の依頼を行い，2000 名からの回答を得た。
　本研究でインターネット調査を使用した理由は，4 回目の緊急事態宣言の期間中（当初の期間は 7 月
12 日～8 月 22 日）に，20 代から 60 代までの幅広い年代から回答を得る必要があったためである。ま
た，インターネット調査では回答漏れや不適切な回答が少ないデータが得られることや，回答者を継続
的に調査する縦断的調査を今後，容易に行えるためである。
　なお，回答を得る前に，対象者に対しては，本調査の趣旨や目的，回答を途中でやめられること，プ
ライバシーや匿名性は厳守されることなどを Web 画面にて説明し，同意を得た。

2-2　調査内容（表 1）
　1）　自粛行動
　自粛行動については，国土交通省の新型コロナ生活行動調査（1）などを参考に 10 項目の行動を取り上
げ，COVID-19 の拡大前に比べ，現在の回答者自身が行動を減らしている（自粛している）かを，「あ
てはまる（4 点）」から「あてはまらない（1 点）」に，「以前から行っていない（非該当）」を加えた 5
件法できいた。本研究で取り上げた自粛行動は，「近隣のお店での買い物」，「大型の商業施設での買い
物」，「一人または家族との外食」，「友人との外食」，「ジムなどでの運動やスポーツ」，「病院などでの診
察」，「音楽ライブなどの屋外イベントへの参加」，「映画などの室内娯楽への参加」，「宿泊を伴う旅
行」，「日帰りのレジャー」の 10 項目である。
　また，これら 10 項目について，地域の多くの人たちが行動を減らしている（自粛している）と思う
かを，「あてはまる（4 点）」から「あてはまらない（1 点）」までの 4 件法できいた。

　2）　差別的態度
　感染者及び非自粛者に対する差別的態度を測定するため，刑事事件などで被害者を「あなたにも非が
ある」と責める被害者非難や，加害者を「自分とは違う存在」などと考える非人間化の概念（村上，
2020）をもとに，新たな尺度を作成した。本尺度は，感染者に対する差別的態度（感染者非難）に関す
る 2 項目，非自粛者に対する差別的態度（非自粛者非難）に関する 2 項目，感染者の非人間化に関する
3 項目をあわせた 7 項目で構成され，それぞれ「あてはまる（5 点）」から「あてはまらない（1 点）」
までの 5 件法できいた。このうち，感染者の非人間化に関する 3 項目（「自制心の欠如」，「未熟さ」，

「道徳観念のなさ」）については，HasIam（2006）による動物的非人間化の特徴を参考にした。

　3）　公正世界信念
　公正世界信念について，大学生や専門学校生などを対象にした調査により一定の信頼性や妥当性が確
認されている「正当世界尺度」を用いて測定した（今野・堀，1998）。本尺度は，正当世界の要件であ
る「正の投入に対して正の結果が伴う」と「負の投入に対して負の結果が伴う」を記述した 2 項目と，
それぞれの逆転項目 2 項目を合わせた 4 項目で構成され，それぞれ「あてはまる（5 点）」から「あて
はまらない（1 点）」までの 5 件法できいた。
　また，長期間に及ぶ COVID-19 の世界的な拡大（パンデミック）は，持続的で安定的と考えられる
信念や価値観にも大きな影響を及ぼしていると考えられる。そこで，これら 4 項目についての認識が，
COVID-19 の拡大前からどの程度変化しているかを，「かなりそう思うようになった（5 点）」から「か
なりそう思わなくなった（1 点）」までの 5 件法できいた。
　なお，逆転項目については，それぞれ「あてはまらない（5 点）」から「あてはまる（1 点）」，「かな
りそう思わなくなった（5 点）」から「かなりそう思うようになった（1 点）」で得点化した。
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　4）　多元的公正感
　多元的公正感について，川嶋ら（2012）を参考に，日本社会に対する一般的な公正判断であるマクロ
公正感の 2 項目と，回答者自身の日本社会における処遇に関する公正判断であるミクロ公正感の 2 項目
を合わせた 4 項目について，すべて逆転項目にて「あてはまる（5 点）」から「あてはまらない（1 点）」
までの 5 件法できいた。
　また，これら 4 項目についての認識が，COVID-19 の拡大前からどの程度変化しているかを，「かな
りそう思うようになった（5 点）」から「かなりそう思わなくなった（1 点）」までの 5 件法できいた。
　なお，分析の際はそれぞれ「あてはまらない（5 点）」から「あてはまる（1 点）」，「かなりそう思わ
なくなった（5 点）」から「かなりそう思うようになった（1 点）」で得点化した。

　5）　抑うつ感・パラノイア感
　抑うつ感（憂鬱と喜びの喪失が維持した状態）とパラノイア感（他者に監視，評定され，自己が害さ
れることに対する怯え）について，杉山（2018）の尺度を用いて測定した。本尺度は，抑うつ感尺度 9
項目，パラノイア感尺度 6 項目で構成され，大学生を対象とした調査により信頼性と妥当性が確認され
ている。本研究でも，これら 15 項目を用いて，「ここ 1 ヶ月のあなたにどの程度あてはまりますか。」
との教示で，「よくあてはまる（5 点）」から「全くあてはまらない（1 点）」までの 5 件法できいた。

　6）　居住地域
　地域性についての分析を行うため，居住地の郵便番号（7 桁）をたずね，これをもとに，日本郵便株
式会社の郵便番号データを用いて居住地（23 区）を特定した。さらに，23 区を地形的特徴や居住者の
社会的属性などを踏まえ，都心・副都心地域（千代田区，中央区，港区，新宿区，渋谷区，文京区，豊
島区），西部・南部地域（大田区，世田谷区，練馬区，杉並区，品川区，中野区，目黒区），東部・北部
地域（江戸川区，足立区，板橋区，葛飾区，江東区，北区，荒川区，台東区，墨田区）の 3 つの地域区
分に分け，回答者をこれらの 3 つの地域で分類した。

　7）　その他
　基本属性として，調査会社に登録されている性別，年齢，婚姻状況，子どもの有無，居住形態に加
え，同居人数，居住面積，居住年数，最終学歴，通勤・通学先，職業，業種，世帯年収についてきい
た。また，自粛行動に強く関連すると考えられるワクチン接種状況についてもきいた。このうち，同居
人数は一人暮し（1 人）から 5 人以上までの 5 カテゴリー，居住面積は 50 m2 未満から 20 m2 きざみで
110 m2 以上までの 5 カテゴリーとした。居住年数は，1 年以上 3 年未満，3 年以上 5 年未満，5 年以上
10 年未満，10 年以上 20 年未満，20 年以上の 5 カテゴリーで回答を求めた。最終学歴は，中学校，高
等学校，専門学校，高専，短大，大学，大学院にその他を加えた 8 カテゴリーとした。
　また，通勤・通学先については，同じ区内，住んでいる区以外の 23 区，23 区外の都内，都外，通
勤・通学していない，の 5 カテゴリーとした。職業については，会社員（正社員），会社員（契約・派
遣社員），経営者・役員，公務員（教職員除く），自営業，自由業，医師・医療関係者，専業主婦，学
生，パート・アルバイト，無職，その他の 12 カテゴリーとした。業種は，農業・林業・漁業・鉱業，
建設業，製造業，情報通信業，金融・証券・保険業，不動産業，サービス業，運輸・輸送業，電気・ガ
ス・水道業，商社・卸売り・小売業，医療・福祉，教育業，出版・印刷業，メディア・マスコミ・広告
業，調査業・シンクタンク，非営利団体，その他，勤めていない，の 18 カテゴリーとした。世帯年収
は 100 万円未満から 100 万円きざみで 1000 万円未満までの 10 カテゴリーに，1000 万円以上から 200
万円きざみで 2000 万円以上までの 5 カテゴリーを加えた 15 カテゴリーの設問を用いたが，集計では



表 1　調査内容
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200 万円未満から 200 万円きざみで 2000 万円以上までの 10 カテゴリーで行った。
　なお，調査ではこれら以外に COVID-19 の情報源に関する設問なども含まれるが，その分析につい
ては別稿に譲る。

2-3　分析方法
　全ての質問項目を上述の通り得点化したうえで，各質問項目の平均値と標準偏差を求めた。また，20
代から 60 代までの年代別でも，各質問項目の平均値と標準偏差を求めた。さらに，構成概念別に全体
及び 20 代から 60 代までの年代別に平均値と標準偏差を求めたうえ，年代により平均値に違いがあるか
を一元配置分散分析により有意水準 5％ で検証した。分散分析により統計的な有意差がみられた項目に
ついては Games-Howell 法による多重比較（有意水準 5％）を行い，いずれの年代との間で統計的に有
意な差があるかを検証した。ただし，自粛行動及び地域特性の分析については，グループ間の回答者数
が異なるため，ノンパラメトリック検定である Kruskal-Wallis の検定により有意水準 5％ で検証し，統
計的な有意差がみられた項目について Dann-Bonferroni の方法による多重比較（有意水準 5％）を行っ
た。統計解析には SPSS 27.0 J for Windows（IBM）を用いて行った。

3．結果

3-1　対象者の特徴（表 2，表 3）
　対象者は前述の通り 20 代～60 代の男女それぞれ 200 名の合計 2000 名である。60 代の 1 名は事前調
査と本調査の期間に 70 歳になったが，本研究では 60 代として分析を行った。対象者のうち，COVID-
19 ワクチンの 2 回接種者は，32.5％ と約 3 分の 1 を占めるが，60 代で 7 割近くに達する一方で，50 代
では 31.5％，40 代以下では 20％ 前後と，本調査時点では，年代により大きな差がみられた。
　対象者のうち既婚者は 48.9％ とほぼ半数を占め，子どもがいる人は 38.3％ であった。既婚者及び子
どもがいる人は 30 代から大きく増え，年代が上がるほど増加している。同居人数は，一人暮しが 32.2
％ と最も多く，次いで 2 人が 28.2％ となっている。一人暮しは，20 代が 42.5％ と最も多く，年代が上
がるほど減少する一方，2 人は 60 代で 44.5％ とこの年代の半分近くを占めた。居住形態では，賃貸の
アパートとマンションをあわせた賃貸（集合）が 43.3％ と最も多く，次いで持家（戸建）と持家（集
合）がそれぞれ 25％ 前後となった。賃貸（集合）は 20 代で 6 割を超え，年代が上がるほど減少する一
方で，持家（戸建）と持家（集合）は，20 代では 2 割以下だが，年代が上がるほど増加し，60 代では
4 割近くに達している。住居面積は 50 m2 未満が 32.3％ と最も多く，次いで 50～70 m2 未満が 27.6％
で，これらを合わせた 70 m2 未満が全体の約 6 割を占める。50 代でも 70 m2 未満が 5 割以上を占める
など，東京都 23 区内の住宅事情が伺える。居住年数は，10～20 年未満が 23.7％，20 年以上が 23.1％
となった一方，1～3 年未満も 20.3％ を占め，長く住み続ける居住者と近年，転入した新しい住民が混
在する特徴が示された。回答者の最終学歴は，大学が 49.7％ と最も多く，いずれの年代でも 4 割以上
を占めていた。
　通勤・通学先では，住んでいる区以外の 23 区内が 35.3％ と約 3 分の 1 を占め，同じ区内の 17.1％ と
合わせると通勤・通学先が 23 区内の人が約半数であった。また，通勤・通学をしていないは 31.5％ を
占め，60 代では 56.3％ と半数以上を占めた。職業は，会社員（正社員）が 43.4％ と最も多く，50 代ま
でのいずれの年代でも 4 割以上を占めた。これに対し，専業主婦は 9.6％，無職は 7.7％ でいずれも 1
割に満たなかった。60 代でも専業主婦は 16.0％，無職は 25.3％ と，パート・アルバイトも含めて勤め
ている人が 6 割近くであった。業種では，勤めていないやその他を除くと，サービス業が 15.1％ で最
も多く，いずれの年代でも 10％ を超えていた。世帯年収では，200 万円以上 400 万円未満が 22.8％ と



表 2　対象者の特徴（1）
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表 3　対象者の特徴（2）
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最も多く，次いで 400 万円以上 600 万円未満が 21.1％ を占めた。いずれの年代においてもこの 2 つの
カテゴリーのいずれかが最も多いという結果であった。

3-2　自粛行動
（1）　回答者自身の自粛行動
　回答者自身の自粛行動について，「友人や知人と外食をする」が最も平均値が高く，次いで「屋外で
のイベントに行く」や「宿泊を伴う旅行に行く」といった非日常的な行動で平均値が高かった。また，

「近隣のお店での買い物」と「病院などで診察を受ける」を除く，いずれの行動も平均値は 3 を超え，
COVID-19 の拡大前に比べて，調査時点でも自身の行動を減らしている，つまり自粛している人が多い
と考えられる（表 4）。
　年代別の自粛行動の違いについて Kruskal-Wallis の検定と多重比較を行った結果，ほとんどの行動
で，20 代の平均値が最も低く，年代が上がるほどその値は高くなり，20 代，30 代と 50 代，60 代との
間に統計的な有意差が多くみられた。特に，「屋内での娯楽に行く」や「日帰りのレジャーに行く」な
どで，20 代と 60 代の平均値の差が大きく，これらの行動の自粛には世代間で差違が大きいと考えられ
る。ただし，「病院などで診察を受ける」では，40 代の平均値が最も高く，最も平均値が低い 60 代と
の間で統計的な有意差がみられた（表 5）。

表 4　年代別回答者自身の自粛行動についての平均値と標準偏差

表 5　年代別回答者自身の自粛行動についての Kruskal-Wallis の検定結果

（2）　地域の人たちの自粛行動
　地域の人たちの自粛行動に対する認識は，「屋外でのイベントに行く」の平均値が最も高く，次い
で，「宿泊を伴う旅行に行く」や「友人や知人と外食をする」といった回答者自身の自粛行動でも平均
値が高かった行動で同様に平均値が高かった。つまり，回答者自身が自粛している行動では，地域の人
たちも自粛していると認識している傾向がみられた（表 6）。ただし，いずれの行動の平均値も回答者



図 1　自粛行動についての回答者自身及び社会に対する認識の比較
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自身の自粛行動における平均値よりも低く，とりわけ，「友人や知人と外食をする」の平均値は，回答
者自身の自粛行動の平均値よりも 1 近く低かった。こうした行動では，回答者自身ほどに地域の人たち
は自粛していないと認識している人が多いと考えられる（図 1）。
　年代別に地域の人たちの自粛行動に対する認識について一元配置分散分析と多重比較を行った結果，
多くの行動で，20 代の平均値が最も低く，年代が上がるほど平均値は高くなり，20 代，30 代と 50
代，60 代との間に統計的な有意差が多くみられた（表 7）。

表 6　年代別地域の人たちの自粛行動についての平均値と標準偏差



表 9　差別的態度の一元配置分散分析結果

表 8　年代別差別的態度についての平均値と標準偏差

表 7　年代別地域の人たちの自粛行動についての一元配置分散分析結果
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3-3　差別的態度
　差別的態度のうち，非自粛者非難（α＝.84）の平均値はいずれの年代でも 3.7 前後と高く，年代にお
ける差違も比較的小さかった。一方，感染者の非人間化（α＝.93）の平均値はいずれの年代でも 3.0 を
下回っていたが，年代における差違は比較的大きく，年代が上がるほど，平均値も高くなる傾向にあっ
た。つまり，年代が高い人ほど，感染者を非人間化する態度が強いと考えられる。感染者非難（α
＝.78）の平均値はこれらのほぼ中間で，年代別でみると 30 代以降はほとんど差がみられなかった（表
8）。
　次に，感染者非難，非自粛者非難，感染者の非人間化の 3 つの構成概念の平均値について，年代別の
差違を一元配置分散分析により検証した（表 9）。この結果，感染者非難（F＝2.52, p＜0.05）と感染者
の非人間化（F＝4.49, p＜0.01）で統計的な有意差がみられた。さらに，多重比較（有意水準 5％）を行
った結果，感染者非難では有意差がみられなかったが，感染者の非人間化では，20 代の平均値は 50 代



表 10　年代別公正世界信念と多元的公正感についての平均値と標準偏差

表 11　公正世界信念及び多元的公正感の一元配置分散分析結果
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及び 60 代より有意に低いことが明らかになった。つまり，20 代よりも，50 代や 60 代で感染者を非人
間化する差別的態度が強いことが示された。

3-4　公正世界信念と多元的公正感
（1）　公正世界信念と多元的公正感の現状
　公正世界信念の 4 項目の信頼性係数は十分な水準ではなかった（α＝.48）。一方で，「正（または負）
の投入に対して正（または負）の結果が伴う」ことを尋ねた 2 項目（α＝.71）と「正（または負）の投
入に対して正（または負）の結果が伴わない」ことを尋ねた 2 項目（α＝.82）については十分な信頼性
が確認された。これは，今野・堀（1998）が 4 項目に対して行った因子分析の結果として得られた 2 因
子構造とも一致する。そこで，以降は今野・堀の命名に倣い，前者を因果応報，後者を不公正な現状と
して分析に用いた。この結果，因果応報の平均値がいずれの年代でも 3 前後であるのに対して，不公正
な現状の平均値は，いずれの年代でも 2.5 を下回り，「正（または負）の投入に対して正（または負）
の結果が伴わない」という意味で公正ではないと思う人が多いと考えられる。同様に，マクロ公正感

（α＝.78）の平均値もいずれの年代においても 2.5 を下回り，年代にかかわらず日本社会に対して公正
ではないと思う人が多いことが示唆された。一方，ミクロ公正感（α＝.82）の平均値は 30 代を除き 3
を越えており，自身の社会における処遇に対する公正判断では，公正だと思う人が多いと考えられる

（表 10）。
　これらの構成概念の平均値について，年代別の差違を一元配置分散分析により検証した（表 11）。こ
の結果，因果応報（F＝2.85, p＜0.05）とミクロ公正感（F＝2.89, p＜0.05）で統計的な有意差がみられ
た。これらについて，多重比較（有意水準 5％）を行ったところ，因果応報では，40 代の平均値が 50



表 12　年代別公正世界信念と多元的公正感の変化についての平均値と標準偏差

表 13　公正世界信念及び多元的公正感の変化についての一元配置分散分析結果
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代や 60 代より，ミクロ公正感では 30 代の平均値が 60 代より有意に低い結果となった。つまり，40 代
は 50 代や 60 代より世の中が正当だと考える公正世界信念が低く，30 代は 60 代よりも自身の社会にお
ける処遇が公平だと考えるミクロ公正感が低いことが明らかになった。

（2）　公正世界信念と多元的公正感の変化
　因果応報の変化（α＝.76），不公正な現状の変化（α＝.83），マクロ公正感の変化（α＝.85），ミクロ公
正感の変化（α＝.85）の平均値はいずれも 3 以下で，感染拡大前よりも公正だと思わなくなった人が多
いと考えられる（表 12）。一元配置分散分析により年代別の平均値の差違を検証したところ，ミクロ公
正感の変化のみ統計的な有意差（F＝2.63, p＜0.05）がみられ，多重比較（有意水準 5％）では 30 代の
平均値が 60 代よりも有意に低い結果であった（表 13）。

3-5　抑うつ感・パラノイア感
　抑うつ感（α＝.93）の平均値は，年代が下がるほど高くなり，20 代では 3 を超えていた。つまり，
年代が低いほど抑うつ感が高く，20 代では 9 項目のうち 6 項目の平均値が 3 を超えるなど，憂鬱や喜
びの喪失が続く状態にある人が多いことがうかがえる。一方，パラノイア感（α＝.93）の平均値は 30
代で最も高いが，いずれの年代もその値は 2.5 以下で，他者に監視され，自己が害されることへの怯え
を感じている人は多くないと考えられる（表 14）。
　抑うつ感及びパラノイア感の平均値について，年代別の差違を一元配置分散分析により検証した（表
15）。この結果，いずれも統計的な有意差（抑うつ感：F＝25.12, p＜0.01，パラノイア感：F ＝ 17.36, p
＜0.01）がみられた。多重比較を行ったところ，抑うつ感では，60 代の平均値がいずれの年代よりも統



表 14　年代別抑うつ感とパラノイア感についての平均値と標準偏差

表 15　抑うつ感とパラノイア感についての一元配置分散分析結果
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計的に有意に低いほか，20 代や 30 代の平均値は 50 代よりも有意に高く，20 代は 40 代よりも有意に高
いといった差がみられた。また，パラノイア感でも，20 代や 30 代の平均値が 50 代や 60 代よりも有意
に高いといった差がみられたほか，30 代の平均値は 40 代よりも有意に高いことなどが明らかとなっ
た。つまり，20 代や 30 代の若年層で喜びの喪失などの抑うつ感や，他者に監視されて自己が害される
ことへの怯えといったパラノイア感が，50 代や 60 代などの中高年層より高いことが示された。

3-6　自粛行動の地域特性
　回答者自身の自粛行動及び地域の人たちの自粛行動に対する認識が，地域によりどのように違うかを
分析した。このため，23 区を地形的特徴や社会的属性などを踏まえ，A：西部・南部地域（大田区，世
田谷区，練馬区，杉並区，品川区，中野区，目黒区），B：都心・副都心地域（千代田区，中央区，港
区，新宿区，渋谷区，文京区，豊島区），C：東部・北部地域（江戸川区，足立区，板橋区，葛飾区，
江東区，北区，荒川区，台東区，墨田区）の 3 つの地域区分に分け，回答者の居住地（区）をこれらの
3 つの地域に分類した。



表 16　地域別の自粛行動についての Kruskal-Wallis 検定の結果
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　回答者自身の自粛行動についての平均値は，多くの行動で，都心・副都心地域が低く，東部・北部地
域が高い傾向にある（表 16）。つまり，都心・副都心地域に比べて東部・北部地域で行動を自粛してい
る人が多いと考えられる。地域別の差違について，Kruskal-Wallis の検定により有意水準 5％ で検証し
た結果，「友人や知人と外食をする」と「屋内での運動施設に行く」の 2 つの行動で統計的な有意差み
られた。これらについて，多重比較を行ったところ，「友人や知人と外食をする」では，東部・北部地
域の平均値が西部・南部地域よりも有意に高く，「屋内での運動施設に行く」では，東部・北部地域の
平均値が都心・副都心地域よりも有意に高いことが明らかになった。これらの行動を中心に，東部・北
部地域では行動を自粛している人が多いと考えられる。
　一方，地域の自粛行動に対する認識の平均値は，多くの行動で都心・副都心地域で低い傾向がある
が，西部・南部地域と東部・北部地域では大きな違いがみられなかった。地域別の差違について，
Kruskal-Wallis の検定により有意水準 5％ で検証した結果，「屋内での運動施設に行く」では統計的な
有意差みられた。多重比較を行ったところ，西部・南部地域の平均値が都心・副都心地域よりも有意に
高いことが明らかになった。これらのことから，都心・副都心地域の回答者は，地域の多くの人たちが
屋内の運動施設に行くことを減らしていないという認識が他の地域よりも強く，回答者自身も屋内での
運動施設に行くことを減らしていない人が多いと考えられる。
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4．考察

（1）　自粛行動について
　回答者自身の自粛行動として，「友人や知人と外食に行く」ことを自粛している人が最も多かった。
飲食を伴う懇親会や大人数での長時間に及ぶ飲食などは，感染のリスクが高い場面とされ，実際にそう
した場面で発生した感染者のクラスターに関する報道のほか，行政からの要請により実施された飲食店
における時短営業や酒類提供の自粛などが，多くの人々の外食行動の自粛を促していると考えられる。
　同様に，緊急事態宣言中には，不要不急の外出や県をまたぐ移動を控えることが求められ，イベント
については人数の上限が収容定員の 50％ 以内で最大 5000 人などの制約が設けられた。こうした要請や
それに伴うイベントの中止などが，「屋外でのイベントに行く」ことや「宿泊を伴う旅行に行く」こと
の自粛を促したと考えられる。
　今後，コロナと共存する社会においては，これらの行動をどれくらい戻すべきなのか，あるいはどの
ように戻すことができるのかが大きな課題になるであろう。
　一方で，「近隣でのお店での買い物」や「病院などで診察を受ける」ことを自粛している人は最も少
なかった。感染症拡大前と比べてこれらの行動を自粛していると回答した人は半数程度で，長期間にわ
たる緊急事態宣言のなかでも，これらの行動が多くの人に必要不可欠であることを示している。ただ
し，病院での受診を自粛する傾向は 40 代で最も強く，定期的な健康診断などが不要不急な行動として
控えられていることが懸念される。このため，今後のコロナとの共存社会において，オンラインも含め
た病院での受診を促す体制の構築が求められる。
　年代間で差違が大きい自粛行動は，「屋内での娯楽に行く」や「日帰りのレジャーに行く」で，若い
世代ほど自粛しているとする回答が少ない傾向にあった。外食や旅行，イベントなどの自粛が余儀なく
されるなかで，若い世代ではこれらの行動から自粛を緩和する動きが始まっていると考えられる。
　なお，地域の人たちの自粛行動に対する認識は，回答者自身の自粛行動と同様な傾向がみられた。こ
れは，地域の人たちの自粛行動に対する認識が自身の自粛行動に影響を与えているとする解釈（記述的
規範説）と，自身の自粛行動に合わせて地域の人たちの自粛行動に対する認識が影響されているとする
解釈（認知的不協和説）とが考えられるが，これについてはさらなる調査が必要である。

（2）　心理的影響について
　COVID-19 の感染拡大に伴う差別的態度として，「非自粛者非難」が幅広い年代で高い一方で，感染
者の「非人間化」は年代による差違が大きく，20 代よりも 50 代や 60 代で差別的態度が高いという結
果であった。その原因として，日帰りレジャーなどの一部の行動は年代が高いほど自粛している人が多
く，そのことへの不満やストレスが強いことや，感染者は感染を広げる加害者にもなり得るため感染に
よる重症化リスクが高い年代ほど警戒が強いことなどが，感染は感染者自身の責任であり，感染者を自
分とは違うと考える「非人間化」の態度を強めていることが考えられる。ただし，これについてはさら
なる分析が必要である。
　一方で，20 代や 30 代などの若年層で喜びの喪失などの抑うつ感や，他者に監視されて自己が害され
ることへの怯えといったパラノイア感が，50 代や 60 代などの中高年層より高いことが示された。50 代
や 60 代で感染者に対する「非人間化」といった差別的態度が強く，それらが職場や家族での会話，メ
ディアなどを通じて発信され，それが自粛を緩和する若年層に対する社会からのプレッシャーになって
いると考えられる。これが若年層の抑うつ感やパラノイア感を高めていることが推測される。
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（3）　公正世界信念と多元的公正感
　公正世界信念に関して，因果応報と不公正な現状の回答傾向は対照的であり，前者では公正であると
回答するものが多い一方で，後者では不公正と回答するものが多かった。公正と不公正を一次元連続体
とみなす研究がある一方で，それらの非対称性を強調する立場も存在する（林，2016）。コロナ禍にお
いて，飲食店への給付金やワクチンの接種など社会の不公正さが露呈する出来事は多い。否定的な刺激
の影響力が強いことをネガティビティ・バイアスというが（Rozin & Royzman, 2001），これらの不条理
の印象が人々に強く刻まれたことが現状を不公正とみなす信念の背景となっている可能性がある。この
推測は，コロナ禍で不公正な現状に関する信念が強まったとする結果とも合致する。
　一方で，人はふさわしいものを得るという因果応報に対する信奉は人々が努力を継続するためのよす
がである。この信念はコロナ禍においてわずかに弱まったと捉えられていたが，その数値は 2.99 と

「3：特に変わっていない」に近い。社会の不条理を目の当たりにしながらも，とりわけ先の見えないコ
ロナ禍において人々は因果応報という意味での公正世界信念は維持しており，それが人々の心理的安寧
を支える重要な役割を果たしていることがうかがえる。
　なお，因果応報には年代差が見られ，40 代は 50 代や 60 代よりも低かった。本調査の属性分布か
ら，40 代の回答者はその他の年代よりも 4 人以上の家族の一員である割合が高く，配偶者および学校
に通う子どもと一緒に暮らす者が多いと推測される。授業，部活，その他課外活動の制限など，わが子
の不遇に日常的に直面する機会が多いとすれば，すでに自立した子を持つ割合の多い 50 代以上世代と
比較してより公正世界観を損なうとしても不思議ではない。ただし，公正世界信念には個人の社会経済
的状況などその他の属性が複雑に関与している可能性が高く，さらに検討する必要がある。
　多元的公正感に関して，人々が社会に対して不公正感を抱く一方，自分自身については公正に扱われ
ていると知覚する傾向はこれまでの研究と同様であった（川嶋ら，2012）。一方で，多くの人はコロナ
禍を経てマクロ公正感とミクロ公正感がとも低下したと回答していた。先述の通り，コロナ禍において
露呈した社会の不条理の中には，日常的な活動の自粛やワクチン接種，仕事に関することなど自分自身
に直接影響する事象も多い。これらの出来事が連日メディアを賑わせるなかでもともと低かった社会に
対する公正感がさらに低下するだけでなく，自分自身の処遇にも疑問を持つ人が増えたものと推察でき
る。
　ミクロ公正感およびその変化については，60 代に比べて 30 代の回答が否定的であった。本調査にお
いて，30 代は「サービス業」「商社・卸売り・小売業」の職種割合が他の年代よりも高く，これらはコ
ロナ禍で大きな打撃を受けた飲食業や対面接客業を含む。一方で，60 代は「勤めていない」が 4 割を
超えている。このような仕事を通じた苦境経験の多寡が自らの扱いに関する公正感を左右した可能性が
ある。ミクロ水準での不公正知覚に伴う脅威は健康を悪化させることが指摘されており（川嶋，
2016），コロナ禍において特にどのような属性の人々が公正感を変化させているのか，今後も注視する
必要がある。

（4）　自粛行動の地域性
　自粛行動の地域性では，回答者自身の自粛行動について，都心・副都心地域が全体に低く，東部・北
部地区や西部・南部地区で高い傾向にあった。自身の行動自粛について，「友人や知人と外食をする」
と「大型の商業施設での買い物」，「屋内での運動施設に行く」での差が統計的な有意性がみられた。こ
れらから考察される自粛行動の地域的要因のひとつは，回答者の通勤行動と世帯構成である。まず「友
人や知人と外食をする」ことの自粛を通勤行動から検討すると，都心・副都心地区への通勤が多かった
と考えられる東部・北部地区と西部・南部地区では，テレワークの推進による平日の昼食機会や飲食店
への営業自粛要請による会食機会の減少が考えられる。また休日の都心繁華街への出控え等による喫食



100

機会の減少が，都心・副都心地域在住者に比べて大きかったと考えられる。その点において，「大型の
商業施設での買い物の頻度を減らしている」程度が，都心・副都心地区よりも東部・北部地区と西部・
南部地区で高かったことについては，2 つの理由が考えられる。その 1 つは東部・北部地区と西部・南
部地区から都心部の百貨店などの大型商業施設への訪問機会の減少であり，もう 1 つは自動車利用の多
い東部・北部地区と西部・南部地区における郊外型の大型商業施設への訪問機会の減少である。また，

「屋内での運動施設に行く」ことの自粛については，以前にそうした施設へ訪問する理由の一つには，
子どもの部活動や習い事が想定される。すなわち，子どもを持つ世帯の割合が都心・副都心地域に比べ
て高い東部・北部地区や西部・南部地区では，子どもの部活動や習い事自体の一時休止や最少人数での
参加が求められる中で，家族の一員としての行動自粛が求められた機会が多かったと考えられる。

5．結論

　本研究では，自粛要請を通じて自主的な行動変容が促された日本において，一般市民の自粛行動によ
る心理的影響や地域特性を明らかにするため，東京都 23 区に住む 20 代から 60 代の成人 2000 名を対象
にしたインターネット調査を行った。その結果，自粛行動については，「友人や知人と外食をする」や

「屋外でのイベントに行く」，「宿泊を伴う旅行に行く」といった非日常的な行動で感染拡大前よりも自
粛している人が多いと考えられる。また，ほとんどの行動の自粛には世代間差異があり，20 代や 30 代
の若年層よりも 50 代や 60 代の中高齢層で自粛する傾向が強いことが明らかになった。また，差別的態
度として，感染者を非人間化する態度は 20 代よりも 50 代や 60 代で強いことも示された。一方，40 代
では世の中が正当だと考える公正世界信念が 50 代や 60 代よりも低いことや，30 代では自身の社会に
おける処遇が公正だと考えるミクロ公正感が 60 代よりも低く，感染拡大前よりもそうした認識が強く
なる傾向にあることが明らかになった。さらに，行動の自粛には地域による差異もみられ，「友人や知
人と外食をする」では東部・北部地域が西部・南部地域よりも，「屋内での運動施設に行く」では東
部・北部地域が都心・副都心地域よりも自粛している傾向が強いことが明らかになった。
　これら自粛行動の心理的影響及び地域特性は相互に関連しているほか，その背景には，回答者自身の
職業や職種のほか世帯の年収や家族構成といった社会経済的状況も深く関与していると考えられ，今
後，これらの関連についてさらに分析していくことが必要である。
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A Study on Psychological Influence and Regional 
Characteristics of Self-restraint Behavior under the  

COVID-19 State of Emergency

Matsumoto, Yasuo, Kawashima, Nobuyoshi, Koizumi, Ryo

Summary :
　In this study, we conducted an Internet survey of 2,000 adults in their 20s to 60s living in the 23 wards of 
Tokyo in order to clarify the psychological impact of self-restraint and regional characteristics in Japan, where 
voluntary behavioral changes were encouraged through requests for self-restraint. The results showed that 
more people refrained from non-daily activities, such as eating out with friends, outdoor events, and trips in-
volving overnight stays, than before the spread of the infection, and that middle-aged and elderly people were 
more likely to refrain from such activities than younger people. In addition, perceptions of micro-fairness 
based on evaluation toward one's treatment in society were significantly lower among those in their 40s than 
among those in their 60s, and these perceptions tended to be stronger than before the spread of infection. 
Furthermore, in the eastern and northern regions of Tokyo, there was a stronger tendency to refrain from 
eating out with friends and exercising indoors than in other regions.
　The psychological effects and regional characteristics of these self-restraint behaviors are interrelated, and 
socioeconomic conditions, such as occupation and family structure, are also thought to be deeply involved, 
and need to be analyzed further.

Keywords : self-restraint behavior, discriminatory attitudes, pluralistic sense of fairness, regional 
characteristics, COVID-19


